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生活道路の安全性向上のため、仮設ハンプ等
の試行的設置による実証実験を行います。

平成３ ０ 年７ 月１９日(木)

国土交通省大宮国道事務所

草加市市民生活部交通対策課

【実施概要】

■施工日時：平成３０年７月２４日（火） ９：３０～ １４：００

（当日９：００～１４：００の時間帯において市道の一時通行止を実施）

※天候等により、施工が延期になる場合があります

■施工場所：草加市清門２丁目 中通り

■設置期間：平成３０年７月２４日～３０日

■主な対策内容：仮設ハンプ及び仮設狭さく1箇所

せいもん

～草加市清門地区におけるETC 2.0データを活用した安全対策～

国土交通省大宮国道事務所と草加市市民生活部が連携し、ETC 2.0データや

現地点検から特定された速度超過や急ブレーキ多発、抜け道として利用され

ている生活道路における、走行速度の低減や流入交通量の低減などを目的と

した実証実験（ハンプおよび狭さくの試行的設置）を行います。

※取材についてのお知らせ
１ 当日は仮設ハンプの設置状況や設置後の車両の通行状況をご覧いただく予定です。
２ 現地での取材を希望する場合は、前日迄に草加市市民生活部交通対策課へ電話連絡願います。
３ 現地には報道関係者用の駐車場をご用意できませんので、公共交通機関でお越し下さい。
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○現状

草加市清門地区では、周辺の幹線道路を避けて地区内を抜け道利用する車両が多く、またス

ピードを出して地区内を通過する車両が多い地区です。ビッグデータ（ＥＴＣ２.０データ）

の分析結果からも、速度超過や通過交通が多いことが確認されています。

○実証実験の内容

ハンプ＋狭さくの設置（試行）
道路上に凸型の構造物を設け、併せて幅員を狭めること
により、走行する車の速度低減及び通過交通の抑制を図
ります。

この地図は、国土地理院の地理院地図に対策実施箇所等を追記して掲載したものである。

ハンプ＋狭さく設置イメージ

傾斜部

▼狭さくとは

通行する自動車の速度を抑制するため
に車両の通行部分の幅員を狭くしたもの。

生活道路対策エリア

草加市清門地区において
生活道路安全対策の実証実験を行います

＜平面図＞

▼ハンプとは

通行する自動車の速度を抑制するため
に道路上に設けられた凸型の構造物。

平坦部 傾斜部

10cm

２ｍ ２ｍ ２ｍ

＜平面図＞

＜断面図＞

草加市

清門地区

清門中央公園

市立清門小学校

至三郷

至川口

至春日部

至東京

2／3



地域のみなさまと関係機関（警察、国土交通省、草加市）で構成される協議会を設立しまし

て、課題の整理や対策方針について意見交換を行いました。これまで５回の検討会を実施し

ており、今後は今回の実証実験の結果を踏まえ、具体的な対策を検討する予定です。

＜参考＞草加市清門地区
におけるこれまでの取組と今後の流れ

○草加市清門地区 生活道路の交通安全会議について

対策実施に向けた実施ステップ

第2回（H29.8.29）・第3回（H29.10.16）
生活道路の交通安全会議

・第1回で話し合われた課題を踏まえて、危険要因を分
析し、対策の方針について話し合いました。

・対象路線別に、どのような対策が効果的か、地域の
実態やETC2.0による分析結果を基にグループワーク
形式で意見を出しました。

ステップ1 地区の課題を知る

ステップ2 対策案を考える

ステップ3 対策を実施（試行）する

ステップ４ 課題の解決を確認する

第１回 生活道路の交通安全会議（H29.2.8）

・地区の道路状況、交通状況、交通事故発生状況などを確
認するとともに、現地を歩き、地区内の課題を把握しま
した。

第4回（H30.2.7）・第５回（H30.3.16）
生活道路の交通安全会議

・第２回、第３回で話し合われた対策の方針を基に、具
体的な対策案について話し合いました。
（対策の設置位置、対策の設置基数、仮設置実施の必
要性、路線全体の規制による影響 等）

・段階的整備として、合意形成や予算の確保を行います。
・事前に地元や関係機関との調整、広報資料による対策実
施の周知を行います。

・対策の仮設置を行い（H30.7.24～30）、設置による
効果を評価します。

・効果が確認できれば、本格的な対策の設置を検討します。

・対策を本設置したことによる効果の評価を行います。
（数ヶ月～で継続的に評価）

・維持管理と改善を随時行っていきます。

清門中央公園

中通り（東方向へ）の交通

通行する約70%の車両が通過交通

ＥＴＣ２.０による分析

中通り（西方向）の交通

通行する約75%の車両が通過交通

◆通過交通割合の分析

協
議
会
実
施
状
況

ハンプ＋狭さく設置位置

市立清門小学校

至三郷

至川口

至春日部

至東京

出典：ＥＴＣ2.0プローブ

（集計期間Ｈ28.4～Ｈ29.3）

中通りの走行速度

走行速度が、規制速度を超える
車両の割合が約5割

◆走行速度の分析

規制速度
30km/h超

48％
出典：ＥＴＣ2.0プローブ

（集計期間Ｈ28.4～Ｈ29.3）
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